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建 設 業 法（抄） 
 

 

 

 

第１章 総則 

（目  的） 

第１条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることに

よつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促

進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（定  義） 

第２条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第１の上欄に掲げるも

のをいう。 

２ この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、

建設工事の完成を請け負う営業をいう。 

３ この法律において「建設業者」とは、第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 

４ この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他

の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。 

５ この法律において「発注者」とは、建設工事（他の者から請け負つたものを除く。）の注文者

をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」

とは、下請契約における請負人をいう。 

第２章 建設業の許可 

第１節 通則 

（建設業の許可） 

第３条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、２以

上の都道府県の区域内に営業所（本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。

以下同じ。）を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、１の都道府県の区域内

にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府

県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うこ

とを営業とする者は、この限りでない。 

（１）建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの 

［昭和24年5月24日 法律第100号］ 

最終改正  [令和6年6月14日  法律第49号]  
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（２）建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う

１件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額（その工事に係る下請契約

が２以上あるときは、下請代金の額の総額）が政令で定める金額以上となる下請契約を締結し

て施工しようとするもの 

２ 前項の許可は、別表第１の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる

建設業に分けて与えるものとする。 

３ 第１項の許可は、５年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を

失う。 

４ 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下「許可の有効期間」という。）の満

了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後

もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

５ 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効

期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

６ 第１項第１号に掲げる者に係る同項の許可（第３項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の

許可」という。）を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第１項第２号に掲げる者に係る

同項の許可（第３項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。）を受けたときは、

その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。 

参照【支店に準ずる営業所－令１【軽微な建設工事－令１の２ 【政令で定める下請代金の額－

令２ 

（許可の条件） 

第３条の２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第１項の許可に条件を付し、及びこれを変更

することができる。 

２ 前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のも

のに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければなら

ない。 

（附帯工事） 

第４条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工

事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。 

第２節 一般建設業の許可 

（許可の申請） 

第５条 一般建設業の許可（第８条第２号及び第３号を除き、以下この節において「許可」という。）

を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、２以上の都道府県の区域内に営業



-  - 7 

所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、１の都道府県の区域内にのみ営

業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、

次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 

（１）商号又は名称 

（２）営業所の名称及び所在地 

（３）法人である場合においては、その資本金額（出資総額を含む。第24条の６第１項において同

じ。）及び役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、

顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締

役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。

以下同じ。）の氏名 

（４）個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名 

（５）その営業所ごとに置かれる第７条第２号に規定する営業所技術者の氏名 

（６）許可を受けようとする建設業 

（７）他に営業を行つている場合においては、その営業の種類 

参照【国土交通省令に定める許可申請書－規則２・６・７ 

（許可の基準） 

第７条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合して

いると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 

（１）建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で

定める基準に適合する者であること。 

（２）その営業所ごとに、営業所技術者（建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術

上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第11条第４項及び第26

条の５において同じ。）を専任の者として置く者であること。 

イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法（昭和22年法律第26号）によ

る高等学校（旧中等学校令（昭和18年勅令第36号）による実業学校を含む。第26条の８第１項

第２号ロにおいて同じ。）若しくは中等教育学校を卒業した後５年以上又は同法による大学（旧

大学令（大正７年勅令第388号）による大学を含む。同号ロにおいて同じ。）若しくは高等専門

学校（旧専門学校令（明治36年勅令第61号）による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。）を

卒業した（同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。）後３年以上実務の経験を

有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの 

ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者 

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定し
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た者 

（３）法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人であ

る場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為を

するおそれが明らかな者でないこと。 

（４）請負契約（第３条第１項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。）を履行す

るに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。 

参照【２号イの国土交通省令で定める学科－規則１ 【３号の政令で定める使用人－令３ 

第８条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか（許可

の更新を受けようとする者にあつては、第１号又は第７号から第14号までのいずれか）に該当す

るとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若し

くは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。 

（１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（２）第29条第１項第７号又は第８号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可

を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない者 

（３）第29条第１項第７号又は第８号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取

消しの処分に係る行政手続法（平成５年法律第88号）第15条の規定による通知があつた日から当

該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第５号に該当する旨

の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から５年を経過しないもの 

（４）前号に規定する期間内に第12条第５号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合にお

いて、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人で

あつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から５年を

経過しないもの 

（５）第28条第３項又は第５項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 

（６）許可を受けようとする建設業について第29条の４の規定により営業を禁止され、その禁止の期

間が経過しない者 

（７）拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくな

つた日から５年を経過しない者 

（８）この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政

令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

の規定（同法第32条の３第７項及び第32条の11第１項の規定を除く。）に違反したことにより、又

は刑法（明治40年法律第45号）第204条、第206条、第208条、第208条の２、第222条若しくは第247

条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律（大正15年法律第60号）の罪を犯したことにより、
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罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日か

ら５年を経過しない者 

（９）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に

規定する暴力団員でなくなつた日から５年を経過しない者（第14号において「暴力団員等」とい

う。） 

（10）心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの 

（11）営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号（法

人でその役員等のうちに第１号から第４号まで又は第６号から前号までのいずれかに該当する者

のあるものに係る部分に限る。）のいずれかに該当するもの 

（12）法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第１号から第４号まで又は第６号から第

10号までのいずれかに該当する者（第２号に該当する者についてはその者が第29条の規定により

許可を取り消される以前から、第３号又は第４号に該当する者についてはその者が第12条第５号

に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第６号に該当する者についてはその者

が第29条の４の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政

令で定める使用人であつた者を除く。）のあるもの 

（13）個人で政令で定める使用人のうちに、第１号から第４号まで又は第６号から第10号までのいず

れかに該当する者（第２号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消さ

れる以前から、第３号又は第４号に該当する者についてはその者が第12条第５号に該当する旨の

同条の規定による届出がされる以前から、第６号に該当する者についてはその者が第29条の４の

規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた

者を除く。）のあるもの 

（14）暴力団員等がその事業活動を支配する者 

参照 【政令で定める使用人－令３【８号の法令の規定－令３の２ 

（変更等の届出） 

第11条 許可に係る建設業者は、第５条第１号から第５号までに掲げる事項について変更があつた

ときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣

又は都道府県知事に提出しなければならない。 

２ 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第６条第１項第１号及び第２号に掲げる

書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後４月以内に、国土交通大臣又は都道

府県知事に提出しなければならない。 

３ 許可に係る建設業者は、第６条第１項第３号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の

記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後４月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又
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は都道府県知事に届け出なければならない。 

４ 許可に係る建設業者は、営業所に置く営業所技術者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は

第７条第２号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通

省令の定めるところにより、２週間以内に、その者について、第６条第１項第５号に掲げる書面

を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 

５ 許可に係る建設業者は、第７条第１号若しくは第２号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、

又は第８条第１号及び第７号から第14号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省

令の定めるところにより、２週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け

出なければならない。 

参照【国土交通省令の定め－規則９・10・10の２・11・12 

（廃業等の届出） 

第12条 許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該

各号に掲げる者は、30日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければなら

ない。 

（１）許可に係る建設業者が死亡したとき（第17条の３第１項に規定する相続人が同項の認可の申

請をしなかつたときに限る。）は、その相続人 

（２）法人が合併により消滅したとき（当該消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立され

る法人について第17条の２第２項の認可がされなかつたときに限る。）は、その役員（業務を執

行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）であつた者 

（３）法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人 

（４）法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人 

（５）許可を受けた建設業を廃止したとき（第17条の２第１項又は第３項の認可を受けたときを除

く。）は、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役

員 

第３節 特定建設業の許可 

（許可の基準） 

第15条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基

準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 

（１）第７条第１号及び第３号に該当する者であること。 

（２）その営業所ごとに、特定営業所技術者（建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する

技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。第26条の５におい

て同じ。）を専任の者として置く者であること。ただし、施工技術（設計図書に従つて建設工事
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を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。）の総合性、施

工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業（以下「指定建設業」という。）

の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する

者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した

者でなければならない。 

イ 第27条第１項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとす

る建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免

許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者 

ロ 第７条第２号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設

工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに

関し２年以上指導監督的な実務の経験を有する者 

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 

（３）発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行す

るに足りる財産的基礎を有すること。 

参照【２号ただし書の政令で定める建設業－令５の２ 【２号イの国土交通大臣の定め－昭63・

６・６建設告示1317 【２号ロの政令で定める金額－令５の３ 【３号の政令で定める金額

－令５の４ 

（下請契約の締結の制限） 

第16条 特定建設業の許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を

施工するための次の各号の１に該当する下請契約を締結してはならない。 

（１）その下請契約に係る下請代金の額が、１件で、第３条第１項第２号の政令で定める金額以上

である下請契約 

（２）その下請契約を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該建設工事を施

工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、第３条第１項第２号の政令

で定める金額以上となる下請契約 

参照【政令で定める金額－令２ 

（準用規定） 

第17条 第５条、第６条及び第８条から第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の

許可を受けた者（以下「特定建設業者」という。）について準用する。この場合において、第５条

第５号中「第７条第２号に規定する営業所技術者」とあるのは「第15条第２号に規定する特定営

業所技術者」と、第６条第１項第５号中「次条第１号及び第２号」とあるのは「次条第１号及び

第15条第２号」と、第11条第４項中「営業所技術者」とあるのは「第15条第２号に規定する特定
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営業所技術者」と、「第７条第２号ハ」とあるのは「同号イ、ロ若しくはハ」と、同条第５項中「第

７条第１号若しくは第２号」とあるのは「第７条第１号若しくは第15条第２号」と読み替えるも

のとする。 

第３章 建設工事の請負契約 

第１節 通則 

（建設工事の請負契約の原則） 

第18条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締

結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。 

（建設工事の請負契約の内容） 

第19条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事

項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 

（１）工事内容 

（２）請負代金の額 

（３）工事着手の時期及び工事完成の時期 

（４）工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 

（５）請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支

払の時期及び方法 

（６）当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申

出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算

定方法に関する定め 

（７）天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め 

（８）価格等（物価統制令（昭和21年勅令第118号）第２条に規定する価格等をいう。）の変動又は

変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め 

（９）工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め 

（10）注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その

内容及び方法に関する定め 

（11）注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時 

  期 

（12）工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 

（13）工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担

保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する

定めをするときは、その内容 
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（14）各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 

（15）契約に関する紛争の解決方法 

（16）その他国土交通省令で定める事項 

２ 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、

その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 

３ 建設工事の請負契約の当事者は、前２項の規定による措置に代えて、政令で定めるところによ

り、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定める

ものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、

当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。 

参照【契約書の作成－会計法29の８、予決令100の２ 【契約書の記載事項－会計法29の８、予

決令100、契約規則13、支払遅延防止法４ 

（現場代理人の選任等に関する通知） 

第19条の２ 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該

現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意

見の申出の方法（第３項において「現場代理人に関する事項」という。）を、書面により注文者に

通知しなければならない。 

２ 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限

に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法（第４

項において「監督員に関する事項」という。）を、書面により請負人に通知しなければならない。 

３ 請負人は、第１項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の

注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。

この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。 

４ 注文者は、第２項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の

請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通

信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この

場合において、当該注文者は、当該書面による通知をしたものとみなす。 

（不当に低い請負代金の禁止） 

第19条の３ 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工する

ために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはな

らない。 
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２ 建設業者は、自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができることその他の国土交

通省令で定める正当な理由がある場合を除き、その請け負う建設工事を施工するために通常必要

と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。 

（不当な使用資材等の購入強制の禁止） 

第19条の４ 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した

建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入

させて、その利益を害してはならない。 

（著しく短い工期の禁止） 

第19条の５ 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比し

て著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。 

２ 建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著し

く短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。 

（発注者に対する勧告等） 

第19条の６ 建設業者と請負契約を締結した発注者（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律（昭和22年法律第54号）第２条第１項に規定する事業者に該当するものを除く。）が第19条の

３第１項又は第19条の４の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該

建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をする

ことができる。 

２ 建設業者と請負契約（請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに限る。）を締結した発

注者が前条第１項の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業

者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることが

できる。 

３ 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の勧告を受けた発注者がその勧告に従わないときは、

その旨を公表することができる。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項又は第２項の勧告を行うため必要があると認めると

きは、当該発注者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。 

（建設工事の見積り等） 

第20条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、工事内容に応じ、工事の種別ご

との材料費、労務費及び当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可

欠な経費として国土交通省令で定めるもの（以下この条において「材料費等」という。）その他当

該建設工事の施工のために必要な経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な

日数を記載した建設工事の見積書（以下この条において「材料費等記載見積書」という。）を作成
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するよう努めなければならない。 

２ 前項の場合において、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、当該建設工事を施工す

るために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るものであつてはならない。 

３ 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、

入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第19条第１項各号（第２号を

除く。）に掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約

の締結又は入札までの間に、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な期間として政

令で定める期間を設けなければならない。 

参照【政令で定める見積期間－令５の９、（国の場合－予決令74） 

４ 建設工事の注文者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、当該建設工事に係る材料費

等記載見積書の内容を考慮するよう努めるものとし、建設業者は、建設工事の注文者から請求が

あつたときは、請負契約が成立するまでに、当該材料費等記載見積書を交付しなければならない。 

５ 建設業者は、前項の規定による材料費等記載見積書の交付に代えて、政令で定めるところによ

り、建設工事の注文者の承諾を得て、当該材料費等記載見積書に記載すべき事項を電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの

により提供することができる。この場合において、当該建設業者は、当該材料費等記載見積書を

交付したものとみなす。 

６ 建設工事の注文者は、第４項の規定により材料費等記載見積書を交付した建設業者（建設工事

の注文者が同項の請求をしないで第一項の規定により作成された材料費等記載見積書の交付を受

けた場合における当該交付をした建設業者を含む。次項において同じ。）に対し、その材料費等の

額について当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るこ

ととなるような変更を求めてはならない。 

７ 前項の規定に違反した発注者が、同項の求めに応じて変更された見積書の内容に基づき建設業

者と請負契約（当該請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額が

政令で定める金額以上であるものに限る。）を締結した場合において、当該建設工事の適正な施工

の確保を図るため特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は

都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。 

８ 前条第三項及び第四項の規定は、前項の勧告について準用する。 

（工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等） 

第20条の２ 建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金

の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるとき

は、請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところにより、建設業者に対して、その
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旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない。 

２ 建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の

高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生

するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところに

より、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなけれ

ばならない。 

３ 前項の規定による通知をした建設業者は、同項の請負契約の締結後、当該通知に係る同項に規

定する事象が発生した場合には、注文者に対して、第19条第１項第７号又は第８号の定めに従つ

た工期の変更、工事内容の変更又は請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができる。 

４ 前項の協議の申出を受けた注文者は、当該申出が根拠を欠く場合その他正当な理由がある場合

を除き、誠実に当該協議に応ずるよう努めなければならない。 

（契約の保証） 

第21条 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、

注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。

但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項に規定する

保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。 

２ 前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の１に規定する保証人を立てなければならない。 

（１）建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人 

（２）建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者 

３ 建設業者が第一項の規定により保証人を立てることを請求された場合において、これを立てな

いときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。 

参照【国の前金払－会計法22、予決令臨特２ 【前金払の範囲等－予決令臨特４ 【政令で定め

る軽微な工事－令６の３ 

（一括下請負の禁止） 

第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括し

て他人に請け負わせてはならない。 

２ 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つては

ならない。 

３ 前２項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定め

るもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面

による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。 

４ 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元



-  - 17 

請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。こ

の場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。 

（下請負人の変更請求） 

第23条 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人が

あるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を

得て選定した下請負人については、この限りでない。 

２ 注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、

同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただ

し書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面に

よる承諾をしたものとみなす。 

（請負契約とみなす場合） 

第24条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的とし

て締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 

第２節 元請負人の義務 

（下請負人の意見の聴取） 

第24条の２ 元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法

その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見

をきかなければならない。 

（下請代金の支払） 

第24条の３ 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受け

たときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払

を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金

を、当該支払を受けた日から１月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならな

い。 

２ 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分につ

いては、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。 

３ 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集そ

の他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。 

（検査及び引渡し） 

第24条の４ 元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたとき
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は、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認する

ための検査を完了しなければならない。 

２ 元請負人は、前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、

直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定

められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされ

ている場合には、この限りでない。 

（不利益取扱いの禁止） 

第24条の５ 元請負人は、当該元請負人について第19条の３第１項、第19条の４、第24条の３第１

項、前条又は次条第３項若しくは第４項の規定に違反する行為があるとして下請負人が国土交通

大臣等（当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。）、公正取引委員会

又は中小企業庁長官にその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停

止その他の不利益な取扱いをしてはならない。 

（特定建設業者の下請代金の支払期日等） 

第24条の６ 特定建設業者が注文者となつた下請契約（下請契約における請負人が特定建設業者又

は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。）におけ

る下請代金の支払期日は、第24条の４第２項の申出の日（同項ただし書の場合にあつては、その

一定の日。以下この条において同じ。）から起算して50日を経過する日以前において、かつ、でき

る限り短い期間内において定められなければならない。 

２ 特定建設業者が注文者となつた下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかつたと

きは第24条の４第２項の申出の日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたと

きは同条第２項の申出の日から起算して50日を経過する日が下請代金の支払期日と定められたも

のとみなす。 

３ 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、

当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関（預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とす

る者をいう。）による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。 

４ 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金を第１項の規定

により定められた支払期日又は第２項の支払期日までに支払わなければならない。当該特定建設

業者がその支払をしなかつたときは、当該特定建設業者は、下請負人に対して、第24条の４第２

項の申出の日から起算して50日を経過した日から当該下請代金の支払をする日までの期間につい

て、その日数に応じ、当該未払金額に国土交通省令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息とし

て支払わなければならない。 

参照【政令で定める金額－令７の２ 【建設省令で定める率－規則14 
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（下請負人に対する特定建設業者の指導等） 

第24条の７ 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、

その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事

に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負

人の指導に努めるものとする。 

２ 前項の特定建設業者は、その請け負つた建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規

定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実

を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。 

３ 第１項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該建設業を営む者が

当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設

業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工

事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工

事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。 

参照【政令で定める法令の規定－令７の３ 

（施工体制台帳及び施工体系図の作成等） 

第24条の８ 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事

を施工するために締結した下請契約の請負代金の額（当該下請契約が２以上あるときは、それら

の請負代金の額の総額）が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保す

るため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、

当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工

体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。 

２ 前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた

ときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を

営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定

める事項を通知しなければならない。 

３ 第１項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置か

れた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。 

４ 第１項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請

負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲

げなければならない。 

参照【政令で定める金額－令７の４ 【国土交通省令で定める事項－規則14の２～14の７ 

第３章の２ 建設工事の請負契約に関する紛争の処理 
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（建設工事紛争審査会の設置） 

第25条 建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。 

２ 建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）は、この法律の規定により、建設工事の請負契

約に関する紛争（以下「紛争」という。）につきあつせん、調停及び仲裁（以下「紛争処理」とい

う。）を行う権限を有する。 

３ 審査会は、中央建設工事紛争審査会（以下「中央審査会」という。）及び都道府県建設工事紛争

審査会（以下「都道府県審査会」という。）とし、中央審査会は、国土交通省に、都道府県審査会

は、都道府県に置く。 

（管轄） 

第25条の９ 中央審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。 

（１）当事者の双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるとき。 

（２）当事者の双方が建設業者であつて、許可をした行政庁を異にするとき。 

（３）当事者の一方のみが建設業者であつて、国土交通大臣の許可を受けたものであるとき。 

２ 都道府県審査会は、次の各号に掲げる場合における紛争処理について管轄する。 

（１）当事者の双方が当該都道府県の知事の許可を受けた建設業者であるとき。 

（２）当事者の一方のみが建設業者であつて、当該都道府県の知事の許可を受けたものであるとき。 

（３）当事者の双方が許可を受けないで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設

工事の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。 

（４）前項第３号に掲げる場合及び第２号に掲げる場合のほか、当事者の一方のみが許可を受けな

いで建設業を営む者である場合であつて、その紛争に係る建設工事の現場が当該都道府県の区

域内にあるとき。 

３ 前２項の規定にかかわらず、当事者は、双方の合意によつて管轄審査会を定めることができる。 

第４章 施工技術の確保 

（施工技術の確保に関する建設業者等の責務） 

第25条の27 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなけれ

ばならない。 

２ 建設業者は、その労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正

な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努めな

ければならない。 

３ 建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向

上に努めなければならない。 

４ 国土交通大臣は、前３項の規定による取組に資するため、必要に応じ、講習及び調査の実施、
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資料の提供その他の措置を講ずるものとする。 

（建設工事の適正な施工の確保のために必要な措置） 

第25条の28 特定建設業者は、工事の施工の管理に関する情報システムの整備その他の建設工事の

適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

２ 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請

負に係る建設工事の施工に関し、当該特定建設業者が講ずる前項に規定する措置の実施のために

必要な措置を講ずることができることとなるよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。 

３ 国土交通大臣は、前２項に規定する措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針

となるべき事項を定め、これを公表するものとする。 

（主任技術者及び監理技術者の設置等） 

第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第７条第２

号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさど

るもの（以下「主任技術者」という。）を置かなければならない。 

２ 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結し

た下請契約の請負代金の額（当該下請契約が２以上あるときは、それらの請負代金の額の総額）

が第３条第１項第２号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、

当該建設工事に関し第15条第２号イ、ロ又はハに該当する者（当該建設工事に係る建設業が指定

建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号

イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者）で当該工事現場における建設工事の

施工の技術上の管理をつかさどるもの（以下「監理技術者」という。）を置かなければならない。 

３ 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な

建設工事で政令で定めるものについては、前２項の規定により置かなければならない主任技術者

又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、次に掲げる主任技

術者又は監理技術者については、この限りでない。 

（１）当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術

者又は監理技術者 

イ 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。 

ロ 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体制の確

保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。 

ハ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工事現場

に係る第26条の４第１項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要
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な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。 

（２）当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき第26条の４第１項に規定する職務を

補佐する者として、当該建設工事に関し第15条第２号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者と

して政令で定める者を専任で置く場合における監理技術者 

４ 前項ただし書の規定は、同項各号の建設工事の工事現場の数が、同一の主任技術者又は監理技

術者が各工事現場に係る第26条の４第１項に規定する職務を行つたとしてもその適切な遂行に支

障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。 

５ 第３項の規定により専任の者でなければならない監理技術者（同項各号に規定する監理技術者

を含む。次項において同じ。）は、第27条の18第１項の規定による監理技術者資格者証の交付を受

けている者であつて、第26条の６から第26条の８までの規定により国土交通大臣の登録を受けた

講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。 

６ 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格

者証を提示しなければならない。 

参照【法第３条第１項第２号の政令で定める金額－令２ 【指定建設業－令５の２ 【政令で定

める重要な工事－令27 

第26条の２ 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場

合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事（第３条第１項ただし書の政令で定

める軽微な建設工事を除く。）を施工するときは、当該建設工事に関し第７条第２号イ、ロ又はハ

に該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置

いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工

事を施工させなければならない。 

２ 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事（第３条第１項ただ

し書の政令で定める軽微な建設工事を除く。）を施工する場合においては、当該建設工事に関し第

７条第２号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管

理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受け

た建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。 

参照【法第３条第１項ただし書の政令で定める軽微な建設工事－令１の２ 

第26条の３ 特定専門工事の元請負人及び下請負人（建設業者である下請負人に限る。以下この条

において同じ。）は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき第26条第１項の規

定により置かなければならない主任技術者が、その行うべき次条第１項に規定する職務と併せて、

当該下請負人がその下請負に係る建設工事につき第26条第１項の規定により置かなければならな

いこととされる主任技術者の行うべき次条第１項に規定する職務を行うこととすることができる。
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この場合において、当該下請負人は、第26条第１項の規定にかかわらず、その下請負に係る建設

工事につき主任技術者を置くことを要しない。 

２ 前項の「特定専門工事」とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施

工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政

令で定めるものであつて、当該建設工事の元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の

請負代金の額（当該下請契約が２以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。以下この項に

おいて同じ。）が政令で定める金額未満となるものをいう。ただし、元請負人が発注者から直接請

け負つた建設工事であつて、当該元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金

の額が第26条第２項に規定する金額以上となるものを除く。 

３ 第１項の合意は、書面により、当該特定専門工事（前項に規定する特定専門工事をいう。第７

項において同じ。）の内容、当該元請負人が置く主任技術者の氏名その他の国土交通省令で定める

事項を明らかにしてするものとする。 

４ 第１項の元請負人及び下請負人は、前項の規定による書面による合意に代えて、電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの

により第１項の合意をすることができる。この場合において、当該元請負人及び下請負人は、当

該書面による合意をしたものとみなす。 

５ 第１項の元請負人は、同項の合意をしようとするときは、あらかじめ、注文者の書面による承

諾を得なければならない。 

６ 注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元

請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。こ

の場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。 

７ 第１項の元請負人が置く主任技術者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければな

らない。 

（１）当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し１年以上指導監督的な実務の経験を有する

こと。 

（２）当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること。 

８ 第１項の元請負人が置く主任技術者については、第26条第３項の規定は、適用しない。 

９ 第１項の下請負人は、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせてはならない。 

（主任技術者及び監理技術者の職務等） 

第26条の４ 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当

該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施
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工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。 

２ 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務とし

て行う指導に従わなければならない。 

（営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例） 

第26条の５ 建設業者は、第26条第３項本文に規定する建設工事が次の各号に掲げる要件のいずれ

にも該当する場合には、第７条（第２号に係る部分に限る。）又は第15条（第２号に係る部分に限

る。）及び同項本文の規定にかかわらず、その営業所の営業所技術者又は特定営業所技術者につい

て、営業所技術者にあつては第26条第１項の規定により当該工事現場に置かなければならない主

任技術者の職務を、特定営業所技術者にあつては当該主任技術者又は同条第２項の規定により当

該工事現場に置かなければならない監理技術者の職務を兼ねて行わせることができる。 

（１）当該営業所において締結した請負契約に係る建設工事であること。 

（２）当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。 

（３）当該営業所と当該建設工事の工事現場との間の移動時間又は連絡方法その他の当該営業所の

業務体制及び当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める

要件に適合するものであること。 

（４）営業所技術者又は特定営業所技術者が当該営業所及び当該建設工事の工事現場の状況の確認

その他の当該営業所における建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理

に係る職務並びに当該工事現場に係る前条第１項に規定する職務（次項において「営業所職務

等」という。）を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で

定めるものが講じられるものであること。 

２ 前項の規定は、同項の工事現場の数が、営業所技術者又は特定営業所技術者が当該工事現場に

係る主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねて行つたとしても営業所職務等の適切な遂行に支障

を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。 

３ 第１項の規定により監理技術者の職務を兼ねて行う特定営業所技術者は、第27条の18第１項の

規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条第５項の講習を受講した

ものでなければならない。 

４ 前項の特定営業所技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しな

ければならない。 

（技術検定） 

第27条 国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又は

しようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 

２ 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 
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３ 第一次検定は、第１項に規定する者が施工技術の基礎となる知識及び能力を有するかどうかを

判定するために行う。 

４ 第二次検定は、第１項に規定する者が施工技術のうち第26条の４第１項に規定する技術上の管

理及び指導監督に係る知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。 

５ 国土交通大臣は、第一次検定又は第二次検定に合格した者に、それぞれ合格証明書を交付する。 

６ 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再

交付を申請することができる。 

７ 第一次検定又は第二次検定に合格した者は、それぞれ政令で定める称号を称することができる。 

（経営事項審査） 

第27条の23 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接

請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事

項について審査を受けなければならない。 

２ 前項の審査（以下「経営事項審査」という。）は、次に掲げる事項について、数値による評価を

することにより行うものとする。 

（１）経営状況 

（２）経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項 

３ 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて

国土交通大臣が定める。 

参照【建設工事で政令で定めるもの－令27の13 【省令の定め－規則18 【省令で定める事項－

規則19の２【国土交通省令で定める書類－規則19の３ 【経営事項審査の項目および基準－

平20・１・31国土交通省告示85 

（経営状況分析） 

第27条の24 前条第２項第１号に掲げる事項の分析（以下「経営状況分析」という。）については、

第27条の31の規定及び第27条の32において準用する第26条の７の規定により国土交通大臣の登録

を受けた者（以下「登録経営状況分析機関」という。）が行うものとする。 

２ 経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関

に提出してしなければならない。 

３ 前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類

を添付しなければならない。 

４ 登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申

請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。 
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（経営状況分析の結果の通知） 

第27条の25 登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で

定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結

果に係る数値を通知しなければならない。 

（経営規模等評価） 

第27条の26 第27条の23第２項第２号に掲げる事項の評価（以下「経営規模等評価」という。）につ

いては、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。 

２ 経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした

国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。 

３ 前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書

類を添付しなければならない。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規

模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。 

（経営規模等評価の結果の通知） 

第27条の27 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土

交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営

規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。 

（再審査の申立） 

第27条の28 経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた

国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。 

（総合評定値の通知） 

第27条の29 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求が

あつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評

定値（経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省

令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値を

いう。以下同じ。）を通知しなければならない。 

２ 前項の請求は、第27条の25の規定により登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析

の結果に係る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出し

てしなければならない。 

３ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第27条の23第１項の建設工事の発注者から請求があつたと

きは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の建設業者に

係る総合評定値（当該発注者から同項の建設業者に係る経営状況分析の結果に係る数値及び経営
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規模等評価の結果に係る数値の請求があつた場合にあつては、これらの数値を含む。）を通知しな

ければならない。ただし、第１項の規定による請求をしていない建設業者に係る当該発注者から

の請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足り

る。 

第５章 監督 

（指示及び営業の停止） 

第28条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該

当する場合又はこの法律の規定（第19条の３第１項、第19条の４、第24条の３第１項、第24条の

４、第24条の５並びに第24条の６第３項及び第４項を除き、公共工事の入札及び契約の適正化の

促進に関する法律（平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。）第15条第１項の

規定により読み替えて適用される第24条の８第１項、第２項及び第４項を含む。第４項において

同じ。）、入札契約適正化法第15条第２項若しくは第３項の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の

履行の確保等に関する法律（平成19年法律第66号。以下この条において「履行確保法」という。）

第３条第６項、第４条第１項、第７条第２項、第８条第１項若しくは第２項若しくは第10条第１

項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。

特定建設業者が第41条第２項又は第３項の規定による勧告に従わない場合において必要があると

認めるときも、同様とする。 

（１）建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を

及ぼすおそれが大であるとき。 

（２）建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。 

（３）建設業者（建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等）又は政令で定める使用

人がその業務に関し他の法令（入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を

除く。）に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。 

（４）建設業者が第22条第１項若しくは第２項又は第26条の３第９項の規定に違反したとき。 

（５）第26条第１項又は第２項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について

著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。 

（６）建設業者が、第３条第１項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請

契約を締結したとき。 

（７）建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第３条第１項第２号の政

令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。 

（８）建設業者が、情を知つて、第３項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第29条の

４第１項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範
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囲に係る下請契約を締結したとき。 

（９）履行確保法第３条第１項、第５条又は第７条第１項の規定に違反したとき。 

２ 都道府県知事は、その管轄する区域内で建設工事を施工している第３条第１項の許可を受けな

いで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対

して、必要な指示をすることができる。 

（１）建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそ

れが大であるとき。 

（２）請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。 

３ 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第１項各号のいずれかに該当

するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項

各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、

１年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

４ 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県

の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第１項各号の

いずれかに該当する場合又はこの法律の規定、入札契約適正化法第15条第２項若しくは第３項の

規定若しくは履行確保法第３条第６項、第４条第１項、第７条第２項、第８条第１項若しくは第

２項若しくは第10条第１項の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指

示をすることができる。 

５ 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県

の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第１項各号の

いずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対

し、１年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

６ 都道府県知事は、前２項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該建設業者

が国土交通大臣の許可を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該建設業者が他の都

道府県知事の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。 

７ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項第１号若しくは第３号に該当する建設業者又は第２

項第１号に該当する第３条第１項の許可を受けないで建設業を営む者に対して指示をする場合に

おいて、特に必要があると認めるときは、注文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告

することができる。 

（許可の取消し） 

第29条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該

当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 
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（１）一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第７条第１号又は第２号、特定建設業者にあ

つては同条第１号又は第15条第２号に掲げる基準を満たさなくなつた場合 

（２）第８条第１号又は第７号から第14号まで（第17条において準用する場合を含む。）のいずれか

に該当するに至つた場合 

（３）第９条第１項各号（第17条において準用する場合を含む。）のいずれかに該当する場合（第17

条の２第１項から第３項まで又は第17条の３第４項の規定により他の建設業者の地位を承継し

たことにより第９条第１項第３号（第17条において準用する場合を含む。）に該当する場合を除

く。）において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。 

（４）許可を受けてから１年以内に営業を開始せず、又は引き続いて１年以上営業を休止した場合 

（５）第12条各号（第17条において準用する場合を含む。）のいずれかに該当するに至つた場合 

（６）死亡した場合において第17条の３第１項の認可をしない旨の処分があつたとき。 

（７）不正の手段により第３条第１項の許可（同条第３項の許可の更新を含む。）又は第17条の２第

１項から第３項まで若しくは第17条の３第１項の認可を受けた場合 

（８）前条第１項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第３項若しくは第５項の規定

による営業の停止の処分に違反した場合 

２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第３条の２第１項の規定によ

り付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。 

第29条の２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、

又は建設業者の所在（法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合にお

いては、その支配人の所在を含むものとする。）を確知できないときは、官報又は当該都道府県の

公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がないとき

は、当該建設業者の許可を取り消すことができる。 

２ 前項の規定による処分については、行政手続法第３章の規定は、適用しない。 

（許可の取消し等の場合における建設工事の措置） 

第29条の３ 第３条第３項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可

に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第28条第３項若しくは第５項の規定により営

業の停止を命ぜられた場合又は前２条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては

当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に

締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの

者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、２週間以内に、その旨を当該建設工

事の注文者に通知しなければならない。 

２ 特定建設業者であつた者又はその一般承継人若しくは特定建設業者の一般承継人が前項の規定
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により建設工事を施工する場合においては、第16条の規定は、適用しない。 

３ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めると

きは、当該建設工事の施工の差止めを命ずることができる。 

４ 第１項の規定により建設工事を施工する者で建設業者であつたもの又はその一般承継人は、当

該建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなす。 

５ 建設工事の注文者は、第１項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する許可がその効力

を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日から30日以内に限り、その建設工事の請負

契約を解除することができる。 

（営業の禁止） 

第29条の４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第28条

第３項又は第５項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときは

その役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人（当

該処分の日前60日以内においてその役員等又はその政令で定める使用人であつた者を含む。次項

において同じ。）に対して、個人であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相当

の責任を有する政令で定める使用人（当該処分の日前60日以内においてその政令で定める使用人

であつた者を含む。次項において同じ。）に対して、当該停止を命ずる範囲の営業について、当該

停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、新たに営業を開始すること（当該停止を命ずる範囲の

営業をその目的とする法人の役員等になることを含む。）を禁止しなければならない。 

２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第29条第１項第７号又は第８号に該当することにより建設

業者の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるときはその役員等及び当該処

分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、個人であるとき

は当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、当該取

消しに係る建設業について、５年間、新たに営業（第３条第１項ただし書の政令で定める軽微な

建設工事のみを請け負うものを除く。）を開始することを禁止しなければならない。 

第７章 雑則 

（電子計算機による処理に係る手続の特例等） 

第39条の４ 許可申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣又は都道府県知事（登

録経営状況分析機関を含む。）に対する手続であつて国土交通省令で定めるもの（次項において「特

定手続」という。）については、国土交通省令で定めるところにより、磁気ディスク（これに準ず

る方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。同項において同じ。）の提

出により行うことができる。 

２ 前項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものと
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して規定したこの法律の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、この法律の

規定（これに係る罰則を含む。）を適用する。この場合においては、磁気ディスクへの記録をもつ

て書面への記載とみなす。 

（標識の掲示） 

第40条 建設業者は、その店舗及び建設工事（発注者から直接請け負つたものに限る。）の現場ごと

に、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第１の下欄

の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を

記載した標識を掲げなければならない。 

（表示の制限） 

第40条の２ 建設業を営む者は、当該建設業について、第３条第１項の許可を受けていないのに、

その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。 

（帳簿の備付け等） 

第40条の３ 建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関

する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関

する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 
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別表第１ 

土木一式工事 土木工事業 板金工事 板金工事業 

建築一式工事 建築工事業 ガラス工事 ガラス工事業 

大工工事 大工工事業 塗装工事 塗装工事業 

左官工事 左官工事業 防水工事 防水工事業 

とび・土木・コンク 
リート工事 

とび・土工工事業 
内装仕上工事 内装仕上工事業 

機械器具設置工事 機械器具設置工事業 

石工事 石工事業 熱絶縁工事 熱絶縁工事業 

屋根工事 屋根工事業 電気通信工事 電気通信工事業 

電気工事 電気工事業 造園工事 造園工事業 

管工事 管工事業 さく井工事 さく井工事業 

タイル・れんが・ブ 
ロック工事 

タイル・れんが・ブ 
ロック工事業 

建具工事 建具工事業 

水道施設工事 水道施設工事業 

鋼構造物工事 鋼構造物工事業 消防施設工事 消防施設工事業 

鉄筋工事 鉄筋工事業 清掃施設工事 清掃施設工事業 

舗装工事 舗装工事業 解体工事 解体工事業 

しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業   

 

 

建設業法第２条第１項の別表 

上欄に掲げる建設工事の内容及び例示 

 

 

建設工事の種類 建 設 工 事 の 内 容 建 設 工 事 の 例 示 

土木一式工事 

総合的な企画、指導、調整のもとに

土木工作物を建設する工事（補修、

改造又は解体する工事を含む。以下

同じ。） 

 

建築一式工事 
総合的な企画、指導、調整のもとに

建築物を建設する工事 

 

大工工事 

木材の加工又は取付けにより工作物

を築造し、又は工作物に木製設備を

取付ける工事 

大工工事、型枠工事、造作工事 

 

 

左官工事 

工作物に壁土、モルタル、漆くい、

プラスター、繊維等をこて塗り、吹

付け、又ははり付ける工事 

左官工事、モルタル工事、モルタル

防水工事、吹付け工事、とぎ出し工

事、洗い出し工事 

昭47年３月８日 建 設 省 告 示 第 350号 

（最終改正 平26年12月25日） 
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とび・土工・

コンクリート 

工    事 

イ．足場の組立て、機械器具・建設

資材等の重量物の運搬配置、鉄骨

等の組立て、工作物の解体等を行

う工事 

ロ．くい打ち、くい抜き及び場所打

くいを行う工事 

ハ．土砂等の掘削、盛上げ、締固め

等を行う工事 

ニ．コンクリートにより工作物を築

造する工事 

ホ．その他基礎的ないしは準備的工

事 

 

イ とび工事、ひき工事、足場等仮

設工事、重量物の揚重運搬配置工

事、鉄骨組立て工事、コンクリート

ブロック据付け工事、工作物解体

工事 

ロ くい工事、くい打ち工事、くい

抜き工事、場所打ぐい工事 

ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、

発破工事、盛土工事 

ニ コンクリート工事、コンクリート

打設工事、コンクリート圧送工事、

プレストレストコンクリート工事 

ホ 地すべり防止工事、地盤改良工

事、ボーリンググラウト工事、土

留め工事、仮締切り工事、吹付け

工事、法面保護工事、道路付属物

設置工事、屋外広告物設置工事、

捨石工事、外構工事、はつり工事、

切断穿孔工事、アンカー工事、あ

と施工アンカー工事、潜水工事 

石工事 

石材（石材に類似のコンクリートブ

ロック及び擬石を含む。）の加工又は

積方により工作物を築造し、又は工

作物に石材を取付ける工事 

石積み（張り）工事、コンクリート

ブロック積み（張り）工事 

 

 

屋根工事 
瓦、スレート、金属薄板等により屋

根をふく工事 

屋根ふき工事 

 

電気工事 

発電設備、変電設備、送配電設備、

構内電気設備等を設置する工事 

発電設備工事、送配電線工事、引込

線工事、変電設備工事、構内電気設

備（非常用電気設備を含む。）工事、

照明設備工事、電車線工事、信号設

備工事、ネオン装置工事 

管工事 

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排

水、衛生等のための設備を設置し、

又は金属製等の管を使用して水、油、

ガス、水蒸気等を送配するための設

備を設置する工事 

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、

空気調和設備工事、給排水・給湯設

備工事、厨房設備工事、衛生設備工

事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、

ガス管配管工事、ダクト工事、管内

更生工事 
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タイル・れん

が・ブロック

工事 

れんが、コンクリートブロック等によ

り工作物を築造し、又は工作物にれ

んが、コンクリートブロック、タイ

ル等を取付け、又ははり付ける工事 

コンクリートブロック積み（張り）

工事、レンガ積み（張り）工事、タ

イル張り工事、築炉工事、スレート

張り工事、サイディング工事 

鋼構造物工事 

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立て

により工作物を築造する工事 

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・

ガス等の貯蔵用タンク設備工事、屋外広

告工事、閘門・水門等の門扉設置工事 

鉄筋工事 

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又

は組立てる工事 

鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 

舗装工事 

道路等の地盤面をアスファルト、コ

ンクリート、砂、砂利、砕石等によ

り舗装する工事 

アスファルト舗装工事、コンクリー

ト舗装工事、ブロック舗装工事、路

盤築造工事 

しゆんせつ工事 

河川、港湾等の水底をしゆんせつす

る工事 

しゆんせつ工事 

鈑金工事 

金属薄板等を加工して工作物に取付

け、又は工作物に金属製等の付属物

を取付ける工事 

板金加工取付け工事、建築板金工事 

ガラス工事 

工作物にガラスを加工して取付ける

工事 

ガラス加工取付け工事、ガラスフィ

ルム工事 

塗装工事 

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗

付け、又ははり付ける工事 

塗装工事、溶射工事、ライニング工

事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装

工事、路面標示工事 

防水工事 

アスファルト、モルタル、シーリン

グ材等によつて防水を行う工事 

アスファルト防水工事、モルタル防

水工事、シーリング工事、塗膜防水

工事、シート防水工事、注入防水工

事 

内装仕上工事 

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、

たたみ、ビニール床タイル、カーペ

ット、ふすま等を用いて建築物の内

装仕上げを行う工事 

インテリア工事、天井仕上工事、壁

張り工事、内装間仕切り工事、床仕

上工事、たたみ工事、ふすま工事、

家具工事、防音工事 
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機械器具設置

工事 

機械器具の組立て等により工作物を

建設し、又は工作物に機械器具を取

付ける工事 

プラント設備工事、運搬機器設置工

事、内燃力発電設備工事、集塵機器

設置工事、給排気機器設置工事、揚

排水機器設置工事、ダム用仮設備工

事、遊技施設設置工事、舞台装置設

置工事、サイロ設置工事、立体駐車

設備工事 

熱絶縁工事 

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する

工事 

冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又

は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁

工事、ウレタン吹付け断熱工事 

電気通信工事 

有線電気通信設備、無線電気通信設

備、放送機械設備、データ通信設備

等の電気通信設備を設置する工事 

電気通信線路設備工事、電気通信機

械設置工事、放送機械設置工事、空

中線設備工事、データ通信設備工事、

情報制御設備工事、ＴＶ電波障害防

除設備工事 

造園工事 

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け

等により庭園、公園、緑地等の苑地

を築造し、道路、建築物の屋上等を

緑化し、又は植生を復元する工事 

植栽工事、地被工事、景石工事、地

ごしらえ工事、公園設備工事、広場

工事、園路工事、水景工事、屋上等

緑化工事、緑地育成工事 

さく井工事 

さく井機械等を用いてさく孔、さく

井を行う工事又はこれらの工事に伴

う揚水設備設置等を行う工事 

さく井工事、観測井工事、還元井工

事、温泉掘削工事、井戸築造工事、

さく孔工事、石油掘削工事、天然ガ

ス掘削工事、揚水設備工事 

建具工事 

工作物に木製又は金属製の建具等を

取付ける工事 

金属製建具取付け工事、サッシ取付

け工事、金属製カーテンウォール取

付け工事、シャッター取付け工事、

自動ドアー取付け工事、木製建具取

付け工事、ふすま工事 

水道施設工事 

上水道、工業用水道等のための取水、

浄水、配水等の施設を築造する工事

又は公共下水道若しくは流域下水道

の処理設備を設置する工事 

取水施設工事、浄水施設工事、配水

施設工事、下水処理設備工事 
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消防施設工事 

火災警報設備、消火設備、避難設備

若しくは消火活動に必要な設備を設

置し、又は工作物に取付ける工事 

屋内消火栓設置工事、スプリンクラ

ー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガ

ス、蒸発性液体又は粉末による消火

設備工事、屋外消火栓設置工事、動

力消防ポンプ設置工事、火災報知設

備工事、漏電火災警報器設置工事、

非常警報設備工事、金属製避難はし

ご、救助袋、緩降機、避難橋又は排

煙設備の設置工事 

清掃施設工事 

し尿処理施設又はごみ処理施設を設

置する工事 

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工

事 

解体工事 

工作物の解体を行う工事 工作物解体工事 
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建設業法施行令（抄） 
 

 

 

（支店に準ずる営業所） 

第１条 建設業法（以下「法」という。）第３条第１項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建

設工事の請負契約を締結する事務所とする。 

（法第３条第１項ただし書の軽微な建設工事） 

第１条の２ 法第３条第１項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事１件の請負代金の額が

500万円（当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、1,500万円）に満たない工事又は建

築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。 

２ 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を２以上の契約に分割して請け負う

ときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したとき

は、この限りでない。 

３ 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約

の請負代金の額に加えたものを第１項の請負代金の額とする。 

（法第３条第１項第２号の金額） 

第２条 法第３条第１項第２号の政令で定める金額は、5,000万円とする。ただし、同項の許可を受け

ようとする建設業が建築工事業である場合においては、8,000万円とする。 

（使用人） 

第３条 法第６条第１項第４号（法第17条において準用する場合を含む。）、法第７条第３号、法第８

条第４号、第12号及び第13号（これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。）、法第28条

第１項第３号並びに法第29条の４の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第１条に規定する

営業所の代表者（支配人である者を除く。）であるものとする。 

（法第８条第８号の法令の規定） 

第３条の２ 法第８条第８号（法第17条において準用する場合を含む。）の政令で定める建設工事の施

工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。 

（１）建築基準法（昭和25年法律第201号）第９条第１項又は第10項前段（これらの規定を同法第88

条第１項から第３項まで又は第90条第３項において準用する場合を含む。）の規定による特定行政

庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条第１項（第１号に係る部分に限る。） 

（２）宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）第20条第２項から第４項まで又は第39

条第２項から第４項までの規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第55条第１項

［昭和31年8月29日 政令第273号］ 

最終改正  [令和7年12月12日 政令第412号]  
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（第４号に係る部分に限る。） 

（３）都市計画法（昭和43年法律第100号）第81条第１項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又

は市町村長の命令に違反した者に係る同法第91条 

（４）景観法（平成16年法律第110号）第64条第１項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る

同法第101条 

（５）労働基準法（昭和22年法律第49号）第５条の規定に違反した者に係る同法第117条（労働者派遣

事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号。以下「労

働者派遣法」という。）第44条第１項（建設労働者の雇用の改善等に関する法律（昭和51年法律第

33号。以下「建設労働法」という。）第44条の規定により適用される場合を含む。第７条の３第３

号において同じ。）の規定により適用される場合を含む。）又は労働基準法第６条の規定に違反し

た者に係る同法第118条第１項 

（６）職業安定法（昭和22年法律第141号）第44条の規定に違反した者に係る同法第64条 

（７）労働者派遣法第４条第１項の規定に違反した者に係る労働者派遣法第59条 

（法第15条第２号ただし書の建設業） 

第５条の２ 法第15条第２号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。 

（１）土木工事業 

（２）建築工事業 

（３）電気工事業 

（４）管工事業 

（５）鋼構造物工事業 

（６）舗装工事業 

（７）造園工事業 

（法第15条第２号ロの金額） 

第５条の３ 法第15条第２号ロの政令で定める金額は、4,500万円とする。 

（法第15条第３号の金額） 

第５条の４ 法第15条第３号の政令で定める金額は、8,000万円とする。 

（建設工事の見積期間） 

第５条の９ 法第20条第３項に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得な

い事情があるときは、第２号及び第３号の期間は、５日以内に限り短縮することができる。 

（１）工事１件の予定価格が500万円に満たない工事については、１日以上 

（２）工事１件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については、10日以上 

（３）工事１件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上 
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２ 国が入札の方法により競争に付する場合においては、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165

号）第74条の規定による期間を前項の見積期間とみなす。 

（法第二十条第七項の金額） 

第６条の２ 法第20条第7項の政令で定める金額は、500万円とする。ただし、同項に規定する発注者

が建設業者と締結した請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、1,500万円と

する。 

（保証人を必要としない軽微な工事） 

第６条の３ 法第21条第１項ただし書の政令で定める軽微な工事は、工事１件の請負代金の額が500

万円に満たない工事とする。 

（法第24条の６第１項の金額） 

第７条の２ 法第24条の６第１項の政令で定める金額は、4,000万円とする。 

（法第24条の７第１項の法令の規定） 

第７条の３ 法第24条の７第１項の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使

用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。 

（１）建築基準法第９条第１項及び第10項（これらの規定を同法第88条第１項から第３項までにおい

て準用する場合を含む。）並びに第90条 

（２）宅地造成及び特定盛土等規制法第13条（同法第16条第３項において準用する場合を含む。）、第

20条第２項から第４項まで、第31条（同法第35条第３項において準用する場合を含む。）及び第39

条第２項から第４項まで 

（３）労働基準法第５条（労働者派遣法第44条第１項の規定により適用される場合を含む。）、第６条、

第24条、第56条、第63条及び第64条の２（労働者派遣法第44条第２項（建設労働法第44条の規定

により適用される場合を含む。）の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。）、第96条の

２第２項並びに第96条の３第１項 

（４）職業安定法第44条、第63条第１号及び第65条第９号 

（５）労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第98条第１項（労働者派遣法第45条第15項（建設労働

法第44条の規定により適用される場合を含む。）の規定により適用される場合を含む。） 

（６）労働者派遣法第４条第１項 

（法第24条の８第１項の金額） 

第７条の４ 法第24条の８第１項の政令で定める金額は、5,000万円とする。ただし、特定建設業者が

発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、8,000万円とする。 

（専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事） 

第27条 法第26条第３項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事
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で工事１件の請負代金の額が4,500万円（当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、9,000

万円）以上のものとする。 

（１）国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事 

（２）第15条第１号及び第３号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事 

（３）次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事 

イ 石油パイプライン事業法（昭和47年法律第105号）第５条第２項第２号に規定する事業用施設 

ロ 電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第２条第５号に規定する電気通信事業者（同法第９条

第１号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。）が同条第４号に規定する電気通信事

業の用に供する施設 

ハ 放送法（昭和25年法律第132号）第２条第23号に規定する基幹放送事業者又は同条第24号に規定

する基幹放送局提供事業者が同条第１号に規定する放送の用に供する施設（鉄骨造又は鉄筋コン

クリート造の塔その他これに類する施設に限る。） 

ニ 学校 

ホ 図書館、美術館、博物館又は展示場 

ヘ 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条第１項に規定する社会福祉事業の用に供する施設 

ト 病院又は診療所 

チ 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設 

リ 熱供給事業法（昭和47年法律第88号）第２条第４項に規定する熱供給施設 

ヌ 集会場又は公会堂 

ル 市場又は百貨店 

ヲ 事務所 

ワ ホテル又は旅館 

カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

ヨ 公衆浴場 

タ 興行場又はダンスホール 

レ 神社、寺院又は教会 

ソ 工場、ドック又は倉庫 

ツ 展望塔 

２ 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある２以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場

所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工

事を管理することができる。 
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（法第26条第３項第１号イの金額） 

第28条 法第26条第３項第１号イの政令で定める金額は、１億円とする。ただし、当該建設工事が建

築一式工事である場合においては、２億円とする。 

（監理技術者の行うべき職務を補佐する者） 

第29条 法第26条第３項第２号の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１）法第７条第２号イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第26条の４第１項に規定する技術上の管

理及び指導監督であつて監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力

を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者 

（２）国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者 

（同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現場の数） 

第30条 法第26条第４項の政令で定める数は、２とする。 

（特定専門工事の対象となる建設工事） 

第31条 法第26条の３第２項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 

（１）大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立

てに関する工事 

（２）鉄筋工事 

２ 法第26条の３第２項の政令で定める金額は、4,500万円とする。 

（法第26条の５第１項第２号の金額） 

第33条 法第26条の５第１項第２号の政令で定める金額は、１億円とする。ただし、当該建設工事が

建築一式工事である場合においては、２億円とする。 

（営業所技術者等が主任技術者又は監理技術者の職務を兼ねることができる工事現場の数） 

第34条 法第26条の５第２項の政令で定める数は、１とする。 

（技術検定の検定種目等） 

第37条 法第27条第１項の規定による技術検定（以下「技術検定」という。）は、次の表の検定種目の

欄に掲げる種目（以下「検定種目」という。）に区分し、当該検定種目ごとに同表の検定技術の欄に

掲げる技術を対象として行う。 

検 定 種 目 検  定  技  術 

建設機械施工管理 

建設機械の統一的かつ能率的な運用を必要とする建設工事の実施に当

たり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全

管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 

土 木 施 工 管 理 

土木一式工事の実施に当たり、その施工計画の作成及び当該工事の工

程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために

必要な技術 
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建 築 施 工 管 理 

建築一式工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに

当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確

に行うために必要な技術 

電気工事施工管理 

電気工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該

工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行

うために必要な技術 

管工 事 施工 管理 

管工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工

事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行う

ために必要な技術 

電 気 通 信 工 事 

施 工 管 理 

電気通信工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに

当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確

に行うために必要な技術 

造 園 施 工 管 理 

造園工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該

工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行

うために必要な技術 

２ 技術検定は、検定種目ごとに、一級及び二級に区分して行う。 

３ 一級の技術検定は、検定種目ごとに、法第27条第１項に規定する者が監理技術者として必要な知

識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。 

４ 二級の技術検定は、検定種目ごとに、法第27条第１項に規定する者が主任技術者として必要な知

識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。 

５ 前各項の規定にかかわらず、建設機械施工管理、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技

術検定（建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、第二次検定に限る。）は、当該検定種目を

国土交通省令で定める種別（以下「検定種別」という。）に区分し、当該検定種別ごとに行う。 （公

共性のある施設又は工作物に関する建設工事） 

（公共性のある施設又は工作物に関する建設工事） 

第45条 法第27条の23第１項の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法

律第34号）別表第１に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）又はこれらに準ずるものとして国土

交通省令で定める法人が発注者であり、かつ、工事１件の請負代金の額が500万円（当該建設工事が

建築一式工事である場合にあつては、1,500万円）以上のものであつて、次に掲げる建設工事以外の

ものとする。 

（１）堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを

放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事 

（２）前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負う

ことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建

設工事 


